
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
時分割多元接続（ Time Division Multiple Access）の

基地局から周期的に送信されているシステム時間を、移動局から該基地局へ送信する認証
データを作成するための認証用パラメータとして使用している移動体通信システムの移動
体通信装置において、前記移動体通信装置の電源投入直後に前記基地局から送信されるシ
ステム時間を取得し、これを記憶すると共に、該システム時間を更新することにより間欠
受信を繰り返しての待ち受け状態から発信・着信をする際に、前記更新したシステム時間
に基づいて前記基地局との認証データを生成し通話路を確立するようにしたことを特徴と
する移動体通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する分野】
本発明は、時分割多元接続（以下「  ＴＤＭＡ  」という）の米国  Personal Communicatio
n Service（以下「  ＰＣＳ  」という）である  Personal Access Communication System（
以下「  ＰＡＣＳ  」という）方式に基づく移動体通信システムにおいて、待ち受け状態か
ら発信・着信を行う際の、基地局との接続時間を短縮した移動体通信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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従来、移動体通信システムの移動局において、待ち受け状態からの発信・着信の手段とし
て、移動局は、先ず基地局報知情報からシステム時間の読み込みを行い、その後、発信・
着信の動作を行う方法が用いられている。
【０００３】
図３は、従来の移動体通信システムの一例の模式図である。
同図において、移動体通信システムで、無線電話サービス等を享受できるサービスエリア
は、複数の、例えば無線ゾーン２、３、４、５により構成されている。
上記の各無線ゾーン２、３、４、５には、それぞれ無線基地局６、７、８、９が設けられ
ており、サービスを受ける自動車電話や携帯電話などの移動局１は、無線ゾーン２、３、
４、５のうちの複数の無線ゾーンに跨ってサービスエリア内を移動し、あるいはサービス
エリア外に移動する。
そのため、移動局１といずれかの基地局の間で、頻繁に認証のためのデータのやりとりを
行って通話路を確保している。
例えば、ＴＤＭＡの米国ＰＣＳであるＰＡＣＳ方式に基づく移動体通信システムにおいて
は、基地局６から周期的に送信されているシステム時間を、移動局１から該基地局６へ送
信する認証データを作成するための認証用パラメータとして使用しているため、移動局１
が基地局６に対して発信・着信を行う際には、基地局６から周期的に送信されている上記
システム時間を確認する必要がある。
【０００４】
図５は、従来の移動体通信システムで使用される移動局の一例を示す構成概要図である。
同図に示すように、移動局１は、アンテナ１２と分波器１３で構成され、無線電波を送受
信する送受信部１１と、ＴＤＭＡ受信器１５とＴＤＭＡ復調器１６で構成され、上記送受
信部１１によって受信した受信信号を復調する受信処理部１４と、スピーカ２６と操作パ
ネル２７及びマイク２８で構成され、移動局１のユーザとのマン・マシンインタフェース
となる操作部２５と、受信データ処理部２０とユーザインタフェース処理部２２と送信デ
ータ処理部２３及び秘匿認証処理部２４で構成され、前記受信処理部１４での処理内容や
前記操作部２５の操作内容に基づき送受信データの制御を行う制御部１９と、ＴＤＭＡ送
信器で構成され、上記制御部１９から出力される送信データを送信信号に変換して、前記
送受信部１１に供給する送信処理部１７とを備えている。
【０００５】
上記の構成において、操作部２５が操作されて移動局１に電源が入ると、送受信部１１の
アンテナ１２で基地局６から送信されている電波を受信し、分波器１３を介して、受信電
波を受信処理部１４に出力する。
上記受信処理部１４においては、  ＴＤＭＡ受信器１５で、前記送受信部１１から入力さ
れた受信信号中の指定されたスロット部分を処理してベースバンド信号を生成し、ＴＤＭ
Ａ復調器１６に出力する。
ＴＤＭＡ復調器１６においては、上記ベースバンド信号を復調してディジタルデータ列を
生成し、制御部１９に出力する。
制御部１９では、前記ＴＤＭＡ復調器１６から入力した受信データ列を受信データ処理部
２０でデータ解析し、該解析結果をユーザインタフェース処理部２２に出力すると共に、
システム時間を秘匿認証処理部２４に出力する。
ユーザインタフェース処理部２２は、操作部２５のスピーカ２６に音声等を出力すると共
に基地局からの情報を操作パネル２７に表示する。
ユーザの音声あるいは命令は、操作部２５のマイク２８及び操作パネル２７を介して制御
部１９のユーザインタフェース処理部２３に伝えられ、該ユーザインターフェイス処理部
２２を経て、送信データ処理部２３に入力される。
送信データ処理部２３においては、上記音声入力等を送信データに変換し、更に、秘匿認
証処理部２４において該送信データに秘匿処理を施し、送信処理部１７のＴＤＭＡ送信器
１８に出力する。
上記ＴＤＭＡ送信器１８から、送受信部１１の分波器１３、アンテナ１２を介して送信電
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波を発射する。
【０００６】
図６は、図５の従来例の移動局の動作を示すフローチャートであり、同図に基づいて移動
局の動作を説明する。
移動局１の電源がオンされる（ステップＳ１１）。
基地局６からの情報のうちのシステム情報チャネル（ System Broadcast Channel：ＳＢＣ
）から基地局６の情報を取得する（ステップＳ１２）。
移動局１の電流消費量を低減するために、間欠受信（移動局１が基地局６から呼ばれる可
能性がある時にだけ移動局１は基地局６からの電波を受信する動作）を行う（ステップＳ
１３）。
基地局６からの呼出チャネル（ Alerting Channel：ＡＣ）を受信する。受信した呼出チャ
ネルに、移動局１の呼出情報が入っていなければ再び間欠受信に戻り（ステップＳ１３）
、移動局１の呼出情報が入っていれば間欠受信動作を停止する（ステップＳ１４）。
基地局６のシステム情報チャネルを受信し、システム時間（ SysTime）を取得する（ステ
ップＳ１５）。
移動局１は、基地局６に接続する通話チャネル（ Traffic Channel：ＴＣ）の空きを検索
する。空き通話チャネル検出後、当該通話チャネルにより基地局と接続する（ステップＳ
１６）。
移動局１は、ステップＳ１５により取得した SysTime値を秘匿処理部２４に設定する（ス
テップＳ１７）。
基地局６により、移動局１の認証・秘匿が行われ、基地局６と移動局１との通話が開始さ
れる（ステップＳ１８）。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したような従来の移動局１においては、次に述べるような問題があっ
た。
待ち受け状態において発信・着信を行う際、まず最初にシステム時間（ SysTime）を得る
ため基地局から送信されている情報を受信し、これに基づいて認証データを作成して、こ
れを基地局に送信して通話路を確立するものである。
このため、発信・着信を行う時に基地局との接続に時間がかかってしまう、という問題が
あった。
本発明は上記課題を解決するためになされたものであって、基地局との接続時間の短縮を
可能とする移動体通信装置を提供することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明においては、時分割多元接続（ Time Division Multiple
 Access）の

基地局から周期的に送信されているシステ
ム時間を、移動局から該基地局へ送信する認証データを作成するための認証用パラメータ
として使用している移動体通信システムの移動体通信装置において、前記移動体通信装置
の電源投入直後に前記基地局から送信されるシステム時間を取得し、これを記憶すると共
に、該システム時間を更新することにより間欠受信を繰り返しての待ち受け状態から発信
・着信をする際に、前記更新したシステム時間に基づいて前記基地局との認証データを生
成し通話路を確立するようにしたことを特徴とする。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図面に示した実施の形態に基づいて詳細に説明する。
図１は、本発明に係わる移動局の実施の一形態例を示す構成概要図であり、　同図に示す
ように、該移動局は、送受信部１１、受信処理部１４、送信処理部１７、制御部１９及び
操作部２５で構成する。このうち、従来と同様の構成である送受信部１１、受信処理部１
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４、送信処理部１７及び操作部２５の内部構成及び作用については説明を省略し、制御部
１９の構成及びその作用を説明する。
【００１０】
同図において、制御部１９は受信データ処理部２０、システム時間管理部２１、ユーザイ
ンタフェース２２、送信データ処理部２３及び秘匿認証処理部２４で構成する。
制御部１９においては、受信処理部１４のＴＤＭＡ復調器１６から出力される受信データ
列を前記受信データ処理部２０でデータを解析し、該解析結果をユーザインタフェース処
理部２２に出力すると共に、システム時間をシステム時間管理部２１に出力する。
上記ユーザインターフェイス処理部２２は、操作部２５におけるユーザインタフェースを
制御し、とシステム時間管理部２１は、上記受信データ処理部２０から入力されたシステ
ム時間を管理し秘匿認証処理部２４に出力する。
一方、操作部２５のマイク２８からのユーザの音声は、上記ユーザインタフェース処理部
２２を経て、送信データ処理部２３に入力される。該送信データ処理部２３においては、
上記の音声入力を送信データに変換し、秘匿認証処理部２４において該送信データに秘匿
処理を施し送信処理部１７のＴＤＭＡ送信器１８に出力する。
【００１１】
図２は、本発明に係わる移動局の動作を示すフローチャートであり、本図を参照しながら
該移動局の動作を説明する。
移動局１の電源がオンされる（ステップＳ１）。
基地局６のＳＢＣより基地局６の情報を取得する。得た情報よりシステム時間（ SysTime
）をシステム時間管理部２１に設定する（ステップＳ２）。
移動局１の電流消費量を低減するために、間欠受信（移動局１が基地局６から呼ばれる可
能性がある時にだけ移動局１は、基地局６からの電波を受信する動作）を行う（ステップ
Ｓ３）。
基地局６からの呼出チャネル（ＡＣ）を受信する。受信した該呼出チャネル（ＡＣ）に、
移動局１の呼出情報が入っていなければステップＳ５に移行し、移動局１の呼出情報が入
っていれば間欠受信動作を停止しステップＳ６に移行する（ステップＳ４）。
【００１２】
上記の呼出情報が入っていない場合、システム時間管理部２１において管理されているシ
ステム時間（ SysTime）に１を加える（ステップＳ５）。
呼出情報が入っている場合、移動局１は、基地局６に接続する通話チャネル（ＴＣ）の空
きを検索する。空き通話チャネル（ＴＣ）検出後、当該通話チャネル（ＴＣ）により基地
局６と接続する（ステップＳ６）。
次に、システム時間管理部２１おいて、現時点で前回更新から１秒経過したかを判断する
。経過した場合はステップＳ８に移行し、経過していない場合はステップＳ９に移行する
。（ステップＳ７）
上記の前回更新から１秒経過した場合は、システム時間管理部２１において管理されてい
るシステム時間（ SysTime）に１を加え  （ステップＳ８）、ステップＳ９に移行する。
移動局１は、システム時間管理部２１にて管理されているシステム時間（ SysTime）値を
秘匿処理部２４に設定する（ステップＳ９）。
基地局６により、移動局１の認証・秘匿が行われ、基地局６と移動局１との通話が開始さ
れる（ステップＳ１０）。
【００１３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明においては、移動局において電源投入直後に取得したシステ
ム時間を、システム時間管理部２１によって保持し、これを自ら更新してシステム時間を
管理するように構成したので、発信・着信を行う際、新たにシステム時間を得るため基地
局から送信されている情報を受信するまで待機し続ける必要が無く、管理していたシステ
ム時間を利用して認証を行うことができるので、基地局との接続時間を短縮することが可
能となるという効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係わる移動体通信装置の移動局の実施の一形態例を示す構成概要図
【図２】図１に示す移動局の動作例を示すフローチャート
【図３】従来の移動体通信システムの構成の一例を示す模式図
【図４】従来の移動体通信装置の移動局の一例を示す構成概要図
【図５】図４に示す移動局の動作例を示すフローチャート
【符号の説明】
１・・・移動局、
２、３、４、５・・・無線ゾーン、
６、７、８、９・・・基地局、
１１・・・送受信部、
１２・・・アンテナ、
１３・・・分波器、
１４・・・受信処理部、
１５・・・ＴＤＭＡ受信器、
１６・・・ＴＤＭＡ復調器、
１７・・・送信処理部、
１８・・・ＴＤＭＡ送信器、
１９・・・制御部、
２０・・・受信データ処理部、
２１・・・システム時間管理部、
２２・・・ユーザインターフェイス処理部、
２３・・・送信データ処理部、
２４・・・秘匿認証処理部、
２５・・・操作部、
２６・・・スピーカ、
２７・・・  キーボード、
２８・・・マイク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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